
単位：トン

廃石膏
ボード

その他

 R7.4月 0.96 0.00 34.25 0.00 0.00 815.44 135.02 88.76 348.97 1,423.40 74.9 602

    5月 5.68 0.00 110.63 0.00 0.00 881.93 111.38 41.73 269.85 1,421.20 71.1 594

    6月 5.27 0.00 19.47 0.00 0.00 684.33 84.59 49.13 154.28 997.07 47.5 547

    7月 5.78 0.00 26.98 0.00 0.00 711.37 135.55 112.03 164.88 1,156.59 52.6 568

    8月 5.23 0.00 13.09 0.00 0.00 655.74 107.04 48.74 116.83 946.67 59.2 515

    9月 7.11 0.00 16.75 0.00 0.00 754.60 98.57 48.27 101.86 1,027.16 51.4 590

  10月 0.99 0.00 20.17 5.13 0.00 898.14 119.59 76.68 220.33 1,341.03 61.0 700

  11月 7.23 0.00 20.28 0.00 0.00 950.06 83.34 40.56 80.23 1,181.70 65.7 592

  12月 8.08 0.00 24.71 0.00 0.00 1,002.22 117.96 38.38 36.09 1,227.44 61.4 677

R8.1月

    2月

    3月

R7年度合計 46.33 0.00 286.33 5.13 0.00 7,353.83 993.04 544.28 1,493.32 10,722.26 60.2 5,385

*2 平成20年度までそれぞれ区分していた「がれき類(石綿含有)」と「ガラス陶磁器くず(石綿含有)」を併せ、それにＰタイル(プラスチック製床タイル)を加え、

　「石綿含有産業廃棄物」として区分を一つにまとめています。

*3 平成20年度まで「ガラス陶磁器くず(その他)」としていたものを、「廃石膏ボード」、「その他」の二つに分けています。

*4 「がれき類(その他)」には、中間処理残さを含みます。

がれき類
(その他)

*4
合計

一日当たり
搬入量

車両台数
　　（台）

◆条例改正に伴い、平成21年度分から「月別搬入量の状況」表の区分を変更しています。

*1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第13号に掲げる廃棄物(燃え殻、ばいじん、汚泥を処分するために処理したもの)です。

かながわ環境整備センター・月別搬入量の状況（令和７年度）
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